
新型コロナウイルス感染症に関する支援制度のご案内
※詳細については、各問い合わせ先にご確認ください。

その他の各種支援制度についても市ホームページへ掲載しておりますので、ぜひご活用ください。

市民のみなさま

事業主のみなさま

猶予・減免について
■水道料金等の支払猶予
水道料金等のお支払いが困難な場合は、支払期間の猶予などについて相談
を受け付けています。来局する場合は、事前にお電話ください。
問  那覇市上下水道局お客様センター　☎941-7804 または 941-7834
受付時間: （月曜~金曜）①8時30分～12時　②13時～17時

※祝日・慰霊の日を除く

■  国民健康保険税の減免および徴収猶予、
後期高齢者医療保険料について

事業収入などが一定以上減少した人は、国民健康保険税の減免または徴収
猶予の対象になる可能性があり、市ホームページに徴収猶予の申請書類な
どを掲載しています。減免については詳細が決まり次第、お知らせします。
また、後期高齢者医療保険料の納付が困難な場合は、納付の猶予について
相談を受け付けています。まずは、お電話にてご相談ください。
問  国民健康保険課　☎862-4262
受付時間: （月曜～金曜）8時30分～17時15分　※祝日・慰霊の日を除く

■市税の納付猶予
納税が困難な人を対象に徴収の猶予、申請による換価の猶予などの相談を
受け付けています。まずは、お電話にてご相談ください。ホームページで
も猶予の申請書類などを掲載しています。
問  納税課　☎861-6902
受付時間： （月曜～金曜）8時30分～17時15分　※祝日・慰霊の日を除く

■市営住宅の家賃減免（減額）および支払い方法の相談について
市営住宅家賃のお支払いについてお困りの人に対し、家賃減免（減額）や
支払い方法の相談を受け付けています。まずは、お電話にてご相談くださ
い。※ 収入や世帯状況などにより減額の対象にならない場合もあります。
問  市営住宅課指定管理者（株）琉信ハウジング　☎951-3242
受付時間: （月曜～金曜）8時30分～17時30分

（土曜）8時30分～12時30分
※祝日・慰霊の日を除く

給付・手当について
■住居確保給付金
離職や廃業、休業や休職などにより経済的に困窮し、住居を喪失した人ま
たは住居を喪失するおそれのある人に対し、家賃相当分（支給上限額あり）
の住居確保給付金を支給することにより、住居及び就労機会
の確保に向けた支援を行います。住居給付金の支給要件、申
請方法などの詳細については、市ホームページまたはＱＲコー
ドよりご確認ください。
問  那覇市 就職・生活支援パーソナルサポートセンター
（カフーナ旭橋6階 グッショブセンターおきなわ内）☎917-5348
受付時間: （月曜～金曜）①9時～12時　②13時～16時

※祝日・慰霊の日を除く

■  国民健康保険および後期高齢者医療保険における
傷病手当金の支給について

国民健康保険および後期高齢者医療保険に加入している被用者（給与の支
払いを受けている人）が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、また
は発熱などの症状があり当該感染症が疑われた場合に、仕事ができなかっ
た期間において、傷病手当金を支給します。
問  国民健康保険課　☎862-4262
受付時間: （月曜～金曜）8時30分～17時15分

※祝日・慰霊の日を除く

給付について
■那覇市頑張る事業者応援事業
新型コロナウイルス感染症の拡大による影響で、国や県の融資制度の支援
を受け、本市での事業活動を継続する事業者に対する応援給付金を支給し
ます。詳しくはホームページをご確認ください。
問  商工農水課　☎951-3212

■うちなーんちゅ応援プロジェクト
沖縄県では新型コロナウイルス感染症拡大防止支援策として、飲食店・小
売業等は10万円、「休業要請」対象事業者は20万円の給付金の申請を受付
けております。詳しくは沖縄県ホームページをご確認ください。
問  沖縄県支援金等相談センター　☎851-9990（土日祝日含む）

融資について
■新型コロナウイルス感染症対応資金
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者に対して、国の制度を活
用し、最大で実質無利子（当初3年間）・無担保・保証料ゼロ・据置期間最
大5年の条件で融資を受けることが可能となります。詳しくは沖縄県ホー
ムページをご確認ください。
問  沖縄県商工労働部中小企業支援課　☎866-2343

■  新型コロナウイルス感染症特別貸付
沖縄振興開発金融公庫では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一
時的な業況悪化を来した人に無担保融資を行っています（要件を満たす人
は当初３年間は利子補給が受けられます）。
問  沖縄振興開発金融公庫　☎941-1785

特別定額給付金申請書の記入方法 新型コロナウイルス
対策特集

特別定額給付金申請書 申請日

生年月日 現　　　住　　　所

令和　　年　　月　　日

○世帯主（申請・受給者）

〈特別定額給付金の申請は、本申請書の郵送のほか、マイナポータル上でのオンライン申請も可能です〉

○給付対象者（下記の記載内容を御確認ください。もし記載に誤りがあれば、朱書きで訂正してください。）

（フリガナ）
氏 名

氏　　　　名

合 計 金 額

続柄
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

生年月日
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

日中に連絡可能な電話番号 （ ）

令和2年4月27日時点の住民票所在市区町村
那　覇　市　長　　宛

金　融　機　関　名
（ゆうちょ銀行を除く）

支店コード

1. 銀行　5. 農協
2. 金庫　6. 漁協
3. 信組　7. 信漁連
4. 信連

本・支店
本・支所
　出張所

支　店　名 分類

1 普通
2 当座

口　座　番　号
（右詰めでお書きください。）

（フリガナ）
口　座　名　義

○受取方法
□Ａ 指定の金融機関口座（申請・受給者又はその代理人の口座に限ります。）への振込を希望

■□ B 金融機関の口座がない方：那覇市特別定額給付金室までお問い合わせください。　　　連絡先：098－917－1681

（希望する受取方法（下記のＡ又はＢ）のチェック欄（□）に『　』を入れて、口座情報をご記入ください。）

【受取口座記入欄】（長期間入出金のない口座を記入しないでください。）

印
下記の事項に同意の上、特別定額給付金を申請します。
①受給資格の確認に当たり、公簿等で確認を行うことがあります。
②公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出をお願いします。
③那覇市が、下記に記載された受取口座に振込手続後、記載間違い等の事由により振り込みが完了せず、かつ、申請受付開始日から3ヶ月後の申請期限まで
に、那覇市が、申請・受給者（代理人も含みます。）に連絡・確認できない場合には、那覇市は当該申請が取り下げられたものと見なします。

④他の市区町村で特別定額給付金を受給した場合には、返還をしていただきます。
⑤住民基本台帳に記録されている者の属する世帯の世帯主以外の世帯員が、一定の事由により、特別定額給付金を受給していることが判明した場合には、返還をしていただきま

□ この口座が当市区町村の地方税等の引落し又は払込みに現に使用している口座であって、申請・受給者の名義である場合
　 （この場合は通帳やキャッシュカードのコピーを添付する必要はありません。）
　 また、当該口座の確認について、税部局等に照会を行うことを承諾します。

（希望する口座）　■■□ 住民税等の引落口座　　■□ 児童手当受給口座

特別定額給付金を希望されない方につ
きましては、以下のチェック欄（□）
に×印を御記入ください。

1 0
※

（フリガナ）
口　座　名　義

通　帳　番　号
（右詰めでお書きください。）

通　帳　記　号
（6桁目がある場合は、※欄
　に御記入ください。）　　

ゆ う ち ょ 銀 行

ゆうちょ銀行を選択された場合は、貯金通
帳の見開き左上またはキャッシュカードに
記載された記号・番号をお書きください。

受　付 審査 1 審査２ 入力１ 入力２

那覇市
受付印

那覇　太郎
那覇市●●０丁目０番０号

１２３４５６７
１２３

ナハ　タロウ

那覇　太郎琉　球 那  覇
ナハ　タロウ

昭和25年3月22日那
覇

那覇　太郎

那覇　花子

那覇　次郎

那覇　一男

本人

妻

子

父

昭和25年 3 月22日

昭和26年 6 月22日

昭和60年11月 5 日

昭和 2 年 8 月11日

2020.05.11／那覇市特別定額給付金記入例／（a）

特別定額給付金申請書 申請日

生年月日 現　　　住　　　所

令和　　年　　月　　日

○世帯主（申請・受給者）

〈特別定額給付金の申請は、本申請書の郵送のほか、マイナポータル上でのオンライン申請も可能です〉

○給付対象者（下記の記載内容を御確認ください。もし記載に誤りがあれば、朱書きで訂正してください。）

（フリガナ）
氏　　　　名

氏　　　　名

合 計 金 額

続柄
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

生年月日
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

日中に連絡可能な電話番号　　　　　（　　　　　）

2020.05.11／那覇市特別定額給付金申請書／（a）

令和2年4月27日時点の住民票所在市区町村
那　覇　市　長　　宛

金　融　機　関　名
（ゆうちょ銀行を除く）

支店コード

1. 銀行　5. 農協
2. 金庫　6. 漁協
3. 信組　7. 信漁連
4. 信連

本・支店
本・支所
　出張所

支　店　名 分類

1 普通
2 当座

口　座　番　号
（右詰めでお書きください。）

（フリガナ）
口　座　名　義

○受取方法
□ Ａ 指定の金融機関口座（申請・受給者又はその代理人の口座に限ります。）への振込を希望

■□ B 金融機関の口座がない方：那覇市特別定額給付金室までお問い合わせください。　　　連絡先：098－917－1681

（希望する受取方法（下記のＡ又はＢ）のチェック欄（□）に『　』を入れて、口座情報をご記入ください。）

【受取口座記入欄】（長期間入出金のない口座を記入しないでください。）

印
下記の事項に同意の上、特別定額給付金を申請します。
①受給資格の確認に当たり、公簿等で確認を行うことがあります。
②公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出をお願いします。
③那覇市が、下記に記載された受取口座に振込手続後、記載間違い等の事由により振り込みが完了せず、かつ、申請受付開始日から3ヶ月後の申請期限まで
に、那覇市が、申請・受給者（代理人も含みます。）に連絡・確認できない場合には、那覇市は当該申請が取り下げられたものと見なします。

④他の市区町村で特別定額給付金を受給した場合には、返還をしていただきます。
⑤住民基本台帳に記録されている者の属する世帯の世帯主以外の世帯員が、一定の事由により、特別定額給付金を受給していることが判明した場合には、返還をしていただきます。

□ この口座が当市区町村の地方税等の引落し又は払込みに現に使用している口座であって、申請・受給者の名義である場合
　 （この場合は通帳やキャッシュカードのコピーを添付する必要はありません。）
　 また、当該口座の確認について、税部局等に照会を行うことを承諾します。

（希望する口座）　■■□ 住民税等の引落口座　　■□ 児童手当受給口座

特別定額給付金を希望されない方につ
きましては、以下のチェック欄（□）
に×印を御記入ください。

上記の者を代理人と認め、
　　　特別定額給付金の を委任します。

←法定代理の場合は、委任
　方法の選択は不要です。

申請・請求
受給
申請・請求及び受給

（フリガナ）
代 理 人 氏 名

明治・大正・昭和・平成
代
理
人

代理人生年月日

　　年　　月　　日

代　理　人　住　所

世帯主
氏　名

【代理申請（受給）を行う場合】

日中に連絡可能な電話番号　　　　　（　　　　）

印

1 0
※

（フリガナ）
口　座　名　義

通　帳　番　号
（右詰めでお書きください。）

通　帳　記　号
（6桁目がある場合は、※欄
　に御記入ください。）　　

ゆ う ち ょ 銀 行

ゆうちょ銀行を選択された場合は、貯金通
帳の見開き左上またはキャッシュカードに
記載された記号・番号をお書きください。

受　付 審査 1 審査２ 入力１ 入力２

那覇市
受付印

振込先金融機関口座確認書類
コピー　貼付け

チェックリスト

　○　受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人（カナ）が分かる通帳かキャッシュカードの
コピー

　※「クレジット一体型キャッシュカード」のコピーを添付される場合は、16桁のクレジット番号は、黒塗り
にするなど判読不能となる処理を行って下さい。

申請者本人確認書類
コピー　貼付け

添付書類　貼り付け用紙

○　本人確認ができる書類のコピー（保険証、運転免許証、マイナンバーカード、年金手帳等）

　※　代理申請・受給を希望される場合は、申請・受給者に加え、代理人の本人確認書類（必要に応じて代理
関係を確認できる書類）も添付してください。

　※　外国人の方の本人確認書類は、在留カード、特別永住者証明書等となります。
　※　マイナンバー通知カードは本人確認書類として扱いませんのでご注意ください。

以下の項目について必ず御確認の上、確認後はチェック欄（□）にレを入れてください。

□　①御記入いただきました項目に記載漏れ、記載誤りがないか再度御確認ください。

□　②特に、御記入いただいた通帳番号と添付した通帳のコピーの番号が一致すること
を御確認ください。

□　③添付資料に漏れがないか御確認ください。

※記名押印に代えて署名することができます。

1

記載事項に誤りがなければ
押印（認印）し、ご本人によ
る申請であることを確認す
るための本人確認書類を裏
面に添付してください。

給付金を受け取る場合は
記入しないでください。

扶養親族等が記載されているかご確認
ください。記載もれがある場合は、朱
書きで追加してください。
扶養親族等でないものが記載されてい
る場合は、二重線で消してください。

給付金の受取方法を選択
してください。
※ 原則として口座振込とな
ります。その際には、通
帳かキャッシュカードの写
しを裏面に添付してくだ
さい。（ただし、住民税
等の引落口座か児童手当
受給口座を希望する場合
は写しは不要です）

※ 両方とも写し（コピー）を添付してください。
原本は送らないようお願いします。

下記の記入例を参考に申請書へ必要事項を記入ください。
※ 記入漏れや誤りなどがある場合は、再申請が必要になり給付が遅れることにつながりますので、
記入する際には十分注意するようお願いします。
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問  コールセンター（6月30日まで） 
☎050-3145-7995
時間帯：９時～18時　※土日も対応

「広報なは市民の友」への広告を募集中。問い合わせ先　（株）ホープ ☎092-716-1401

22020年（令和２年）６月


